
地域建設業経営強化融資制度の流れ

①要領第２条に掲げる工事でないこと
②工事の進捗率（工事の出来高）が１／２以上であること
③前払金を受領済（前払保証を受けている）であること

受注者は①〜③のすべてを満たすと判断した時点で、「債権譲渡承諾依頼書（様式第3号）」と
「工事履行報告書（様式第2号）」その他要領第７条に規定する書類を契約検査室に提出

契約検査室は
工事担当室に
進捗率の確認
を依頼

契約検査室から「債権譲渡不承諾通
知書（様式第6号）」を受注者・
債権譲渡先に交付

①〜③のうち満たさない
要件がある

①〜③のすべて
満たしている

契約検査室から「債権譲渡承諾書（様式第5号）」を
受注者・債権譲渡先に交付
契約検査室から、工事（予算）担当室及び出納室（※）へ
「債権譲渡承諾書（様式第5号）」の写しを送付
（※）企業会計の場合は、出納室への送付はありません。

受注者は債権譲渡先に支払状況・
支払計画書（様式第7号）を提出

債権譲渡先に
おいて確認

保証事業会社に
おいて確認

金融消費賃貸契約の締結
（債権譲渡先↔受注者）

融資実行
（債権譲渡先→受注者）

受注者は融資実行報告書
（様式第8号）を契約検査室
に提出 受注者により工事完成

（検査・引き渡し完了） 債権譲渡先が工事請負代
金請求書（様式第9号）そ
の他要領第17条に規定す
る書類を契約検査室に提
出契約検査室で請求書類

を確認後、工事（予
算）担当室へ送付

工事代金の支払
（工事（予算）担当室

→債権譲渡先）


